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第１章 長寿命化計画（個別施設計画）の基本事項 

 

１ 長寿命化計画（個別施設計画）策定の背景 

県立学校及び社会教育施設等（以下「県立学校等」という。）は、県有施設の約３割を占めてい

ます。加えて、高度経済成長期に整備されたものが多く、老朽化が進んでいます。特に、県立学校

に児童生徒の急増期にあたる昭和 40 年代後半から昭和 50 年代前半にかけて建築された施設が多

く、建築後 40 年以上経過する施設が約 50％を占めています。このため、今後、大規模改修や改

築a、設備更新のための多額の経費が集中して必要となります。 

これらの県立学校に対しては、平成17年度以降、児童生徒の安全を確保するため、耐震対策に

最優先で取り組み、平成29年度に耐震化を完了させたほか、各種の施設整備に積極的に取り組ん

できました。安心・安全はもとより、教育内容の多様化をはじめ、環境負荷の軽減など社会的要請

への対応も求められています。 

しかしながら、地方交付税の削減や少子高齢化、人口減少等に伴う税収入の減少等により、鳥取

県の財政運営は厳しさを増しています。このため、施設の長寿命化対策による維持管理経費や改

築・更新費等のトータルでの経費縮減と財政負担の平準化を図る必要があります。 

 

 

＜施設の保有状況＞ 

 
 

 

 

a従前の施設と同様の用途、構造、規模のものに建て替えること。 

 

（単位：棟） 
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２ 長寿命化計画（個別施設計画）の位置付け 

全国的な施設、道路等の老朽化に対し、平成25年度に国はインフラ長寿命化基本計画bを策定

し、施設等の中長期的な維持管理・更新、長寿命化等に係る方向性を示しました。このインフラ

長寿命化基本計画を踏まえ、本県では平成27年度に鳥取県公共施設等総合管理計画c、鳥取県イ

ンフラ長寿命化計画(行動計画)dを策定しました。 

本計画は鳥取県公共施設等総合管理計画の下位計画として策定する教育施設に係る長寿命化計

画（個別施設計画）（以下「長寿命化計画」という。）です。 

 
＜長寿命化計画の体系＞ 

 

 

３ 目的 

次に掲げる目標のため、長寿命化計画を活用し、持続可能な施設整備及び維持管理を実現します。 
 

・幼児児童生徒の安全・安心を確保し、快適で機能的な教育環境の整備を行う。 

・施設における中長期的なライフサイクルコストeの縮減及び財政負担の平準化を図る。 

 

４ 計画期間 

2026（令和8）年度から2040（令和22）年度までの15年間 

   ※施設の状態や施設整備の進捗状況等を踏まえ、概ね５年ごとに見直しを行います。 

 

５ 対象施設 

  県立学校34校、社会教育施設等６施設 

※対象施設の内、計画的に整備を行うことが望ましい規模（概ね200㎡以上）の305棟につ

いて、長寿命化計画を作成しています。 

 

 
bインフラ長寿命化基本計画：道路、鉄道、港湾、空港、上下水道等、国土を形成するインフラの老朽化対策や戦略的な維持管理・

更新を国や地方公共団体が一体的に推進するための基本計画。 
c鳥取県公共施設等総合管理計画：鳥取県の公共施設等の管理に関する総合的な基本計画。公共施設等の長寿命化・更新・統廃合な

どを計画的に行うことにより、財政負担の軽減・平準化、公共施設の最適な配置の実現等を目的とする。 
d鳥取県インフラ長寿命化計画(行動計画)：鳥取県の土木インフラの維持管理・更新等に関する基本的な方針等を示した計画。 
eライフサイクルコスト：施設の建設費用、使用期間中に必要な費用（維持管理費、修繕費等）、解体処分費を総計したもの。 

イ ンフ ラ 長寿命化基本計画
(H2 5 .1 1 .2 9 ）

イ ンフ ラ 長寿命化計画(行動計画)
(各省庁が策定)

総務省から 策定要請
（ H2 6 .4 .2 2 ）

公共施設等総合管理計画

学

校

河

川

道

路

道

路

河

川

学

校

鳥取県公共施設等総合管理計画
（ H2 8 .3 .2 9 ）

【 地方公共団体】

【 国】

【 鳥取県】

公共建築物 土木イ ンフラ

個別施設ごと の長寿命化計画

【 国】

＜庁舎等の県有施設＞

鳥取県県有施設中長期保全計画

＜学校・ 教育機関＞

鳥取県教育委員会所管施設長寿命化計画（ 個別施設計画）

＝

( 個別施設ごと の長寿命化計画)( 個別施設ごと の長寿命化計画)
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第２章 学校施設等に係る現状等 

 

１ 学校施設等について 

県教育委員会が管理する施設は、令和７年４月１日現在で、県立高等学校が24校、県立特別支

援学校が９校(うち分校１校)、県立夜間中学校が１校、県立青少年社会教育施設(船上山少年自然

の家、大山青年の家)、県立図書館、県立博物館等があり、延床面積は約46万㎡で、本県が保有

する施設の約30％を占めています。 

  

【施設種別の状況】（長寿命化計画作成対象以外の施設を含む。） 

種別 学校数・施設数 施設棟数 延床面積（㎡） 

高等学校      24 344 355,669.40 

特別支援学校      ９ 69 64,179.60 

県立夜間中学校 １ １ 503.00 

図書館       １ １ 8,799.39 

博物館       １ ２ 10,187.98 

社会教育施設等       ７ 17 18,320.55 

   合計      43 434 457,659.92 

  

 

２ 幼児児童生徒数の推移 

教育委員会所管施設の建築棟数は幼児児童生徒数の増加に併せて増加し、昭和30年代半ばから

増加し始め、昭和50年代前半にピークを迎えています。1965年（昭和40年）の高等学校の生徒

数（全日制、定時制）は30,355人、特別支援学校の幼児児童生徒数は405人でした。 

現在の高等学校の生徒数（令和７年5月1日現在）は9,852人、特別支援学校の児童生徒数は7

６５人です。現在の状況を1965年と比較すると、高等学校の生徒数は約３分の１まで減少しま

した。一方、特別支援学校の幼児児童生徒数は2倍弱になっています。 

 
＜県立学校における幼児児童生徒数の推移＞ 

（高等学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

1955 1960 1965 1970 1675 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
高等学校 17,416 20,255 30,355 24,030 21,599 19,998 19,662 21,104 19,529 18,069 15,521 13,833 13,364 13,005 12,446 12,307 12,100 11,979 11,762 11,588 11,444 11,142 10,726 10,324 10,103 9,912 9,852
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（特別支援学校） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の人口の減少に伴い、本計画の終期である2040年には、高等学校対象年齢の人口は2025年

に比べると4,144人（28.7%）減少することが推測されます。 

施設の保有量が幼児児童生徒数に比して、将来、過大となることが予想されることから、施設の

保有総量の最適化や効率的な施設利用について、県立学校の在り方検討結果等も踏まえて進める必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040年の年齢 16歳 17歳 18歳                                           

        10,270 人 

 

 

 

 

 

 

14,414 人  
▲4,144 人（▲28.7％） 

（単位：人） 

（単位：人） 

2040年には高等学校対象年齢人口が減少 

1955 1960 1965 1970 1675 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
特別支援学校 188 182 405 320 515 539 413 504 517 577 677 766 774 795 781 796 781 760 720 713 707 706 718 712 724 746 765
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３ 予算額の推移と修繕等の状況  

  直近15年間の老朽化対策をはじめ改築・改修、新築等に係る施設整備費は、平成23年度から平

成29年度までは鳥取西高等学校ほか2校の改築工事及び耐震化工事に係る経費が予算を押し上げ

21億円から43億円で推移しました。 

改築及び耐震化工事が終了したことから平成30年度～令和３年度は、７～9億円台で推移してい

ます。さらに、令和４年度から長寿命化計画に基づく修繕が本格化したことから、令和６年度～令

和７年度は２５億円に達しています。 

 

３校（鳥取西・米子東・米子工業）を改築・耐震化したこと、また長寿命化計画により建物の目

標使用年数を80年としたため当面は改築費用が生じないものの、施設の約50％にあたる152棟が

建築後40年を経過することから、長寿命化改修により、今後多くの経費が必要になると見込まれ

ます。 

 

また、平成15年から平成19年に整備した普通教室のエアコンを更新するタイミングが到来して

いることから、エアコンの更新費用が増大しています。 

この他、令和６年度からは県立高等学校のトイレ洋式化率を向上させるため新規事業を立ち上

げるなど、各校に共通する課題を解決するための個別事業の経費が増大しており、長寿命化・個別

事業を除くその他の大規模改修に係る予算は限られたものとなっており、より一層効率的・効果的

な予算執行が必要となります。 

 

 

 
※各年度の予算額には、前年度補正予算計上額で繰越を行い、次年度に執行した予算額を含む。 
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＜H23～R7の整備区分ごとの予算額と内訳＞                                  (単位：百万円) 

区分 予算額 主な事業 

改築工事等 8,197 
・高等学校整備費、県立学校耐震化推進事業費等(H23～30 鳥取西、米子

東、米子工業の改築等) 

耐震化工事等 10,101 
・県立学校耐震化推進事業費(H23～29 校舎等耐震化及び屋内運動場等に

おける天井等の非構造部材耐震化 32校189棟) 

新築改修工事
等 

1,269 
・高等学校整備費(H23～25 校舎、体育館等の新築、改修等) 
・特別支援学校教室不足解消事業(H23 米子養護の増築、改修等) 

大規模改修(老
朽化対策等) 

2,493 
・教育施設営繕費(H18～R7 大規模営繕) 
・老朽化施設緊急整備事業費(H29 校舎、体育館の改修等) 

修繕、その他 5,736 

・教育施設営繕費(H23～R7 一般営繕) 
・グラウンド整備事業費(H26、27) 
・さわやかな学校環境創出事業(H25、26、R1 未利用・老朽施設の撤去) 
・国際バカロレア環境整備事業 
・老朽化部室整備事業 
・バリアフリー対応 

トイレ洋式化 1,386 

・教育施設営繕費(H27、28 県立学校バリアフリー化整備事業費) 
・学校避難所環境整備事業(H29 避難所体育館トイレの洋式化・多目的化) 
・老朽トイレ(洋式化)緊急整備事業(H30～R7 県立高等学校トイレの洋式

化 10校(13棟)) 
・県立学校老朽化トイレ洋式化整備事業（R3、5） 
・県立高等学校トイレ洋式化加速事業（R6～） 

エアコン整
備・更新 

2,135 
・県立高等学校普通教室エアコン更新事業(H30～ エアコンの更新) 
・特別支援学校エアコン整備事業(H26～ エアコンの更新) 

省エネルギー
型設備 

1,290 ・省エネルギー型設備導入事業費(H24～ 照明器具のＬＥＤf化) 

長寿命化事業 3,247 

・青谷高等学校普通特別教室棟外壁等改修工事（R4） 
・鳥取緑風高等学校管理教室棟外部建具等更新工事（R5～R6） 
・米子高等学校特別教室棟外壁改修工事（R6） 
・白兎養護学校管理教室棟・小学部棟屋上改修工事（R7） 等 

合計 35,854  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fLED：発光ダイオード(Light Emitting Diode)の略。電気を流すと発光する半導体の一種。 
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第３章 教育施設のめざすべき姿 

鳥取県公共施設等総合管理計画に定められている施設の特性や実情に応じた施設類型ごとの基本

方針のうち、本計画には、学校・教育施設に係る基本方針を反映しています。 

また、本県では中長期的に目指すべき教育の方向性を示す鳥取県教育振興基本計画を定め、「学

校を支える教育環境の充実」を施策の柱の一つとして、「安全､安心で質の高い教育環境の整備」

に向けた取組を進めています。特に、県立学校等について、施設の整備や維持管理を適切に行って

いくことは、本県の教育目標を実現し、教育活動を円滑に進めていくための前提となるものです。 

このため、充実した教育活動が展開でき、幼児児童生徒等が豊かな人間性を育むのにふさわしい

施設となるよう、以下を「学校施設のめざすべき姿」として掲げ、整備を進めていきます。 

（１）安全、安心な教育環境の整備    

  幼児児童生徒等が日常の多くの時間を過ごす県立学校等は、安全性の確保に最優先で努めま

す。施設の経年劣化による不具合や機能劣化のみならず、幼児児童生徒等が事故に遭遇する危険

を防止し、幼児児童生徒等の命と安全を守るため、県立学校等の施設について、必要な整備を適

時、適切に実施します。 

（２）教育環境の質的向上及び地域の拠点、防災機能の強化 

幼児児童生徒等が快適な学校生活等を送り、円滑に施設を利用することができるよう、快適で

良好な施設環境とするため、空気調和設備の整備、更新を適切に行い良好な温熱環境を確保する

とともに、ＬＥＤ照明器具や高効率機器の導入、高気密高断熱化改修などの省エネルギー化を推

進します。 

また、既設の暖房専用機器（FF式暖房機）が耐用年数を迎えた際は単純に更新するだけではな

く、エアコンへの置き換え検討や更新台数を精査するなど限りある財源を最大限活かします。 

あわせて、家庭における洋式トイレの設置が標準化していることなど、生活様式の変化等に対

応するため、トイレの洋式化や老朽改修の取組を進めるなど、教育環境の質的向上に取り組みま

す。トイレの洋式化にあたっては、工事の影響を最小限に留められる迅速、かつ合理的な手法を

導入することにより、洋式化率の加速的な向上を目指します。 

さらに、県立学校等は、地域住民の身近な学習、文化、スポーツの場として、より利用しやす

い施設にするとともに、地震等の災害が発生した際に避難所としての役割も担っていることか

ら、防災機能の強化等に取り組みます。中でも体育館は、授業や部活動等の教育活動の場という

だけでなく、避難所としての機能も強化するため、近年の猛暑に対する熱中症対策として、令和

８年度から県立学校体育館等空調設置事業を立ち上げ順次整備を進めます。 

（３）機能的な教育環境の確保 

幼児児童生徒等の学習や生活に支障がないよう、スロープや手摺りの設置、多目的トイレ、エ

レベーターの整備を行うなど、バリアフリーやユニバーサルデザイン化g等を進め、全ての幼児児

童生徒等が利用しやすい機能的な教育環境の確保に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
g バリアフリー、ユニバーサルデザイン：物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的な全ての障壁に対処するという考え

方(バリアフリー)。施設や製品等について誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方(ユニバーサルデザイン）。 

＜鳥取県公共施設等総合管理計画・第 7 章 施設類型ごとの基本方針（抜粋）＞ 

（５）学校・教育施設 

〇学校施設は建設年度の古い施設が多く、改修規模等が大きくなることから、改修時期が重ならな

いよう計画的に改修を実施します。 

〇今後、県立学校を中心に改修・更新費用が増加する見込みであるが、最適な保有量となるよう検

討を進めます。 

〇県立高等学校については、学校の在り方に関する方針等を踏まえるとともに、学校の特色が生か

せるよう、県立特別支援学校については、子どもの障がいの特性に応じた適切な支援が行えるよ

う、学校現場の意見等をよく反映させた施設改修となるよう検討します。 

〇地震などの災害発生時には、地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、安全性に

は特に配慮した改修計画とします。 
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第４章 長寿命化の実施計画 

 

１ 県立学校等の施設整備方針 

（１）長寿命化の推進 

老朽施設におけるこれまでの早期改築の方針（建築後50年経過を目安）から、施設を将来にわ

たり長く使用する整備方針に改め、施設の目標使用年数を80年とし財政負担の軽減等を図ります。 

   構造 目標使用年数 参考 法定耐用年数 

鉄筋コンクリート造等 80年 
47年（学 校） 
50年（その他） 

※ 施設の望ましい目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方（一般社団法人日本建築学会）」にお
いて、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び重量鉄骨造で、普通の品質の場合は50年から80
年、高品質の場合は80年から120年とされているため、目標使用年数を80年とします。その他の構造につい
ては、老朽化状況等を見ながら、鉄筋コンクリート造に準じて対応していきます。 

なお、令和10年度に策定予定としている「令和新時代の県立高等学校教育の在り方に関する基本計画＜後
期＞」における県立学校等の整理、再編及びN-E.X.T.（ネクスト）ハイスクール構想に係る施設整備につい
ては、この目標使用年数や構造躯体の劣化度調査等を踏まえた上で判断するものとします。 

    
（２）機能維持・回復 

  施設を目標使用年数まで使用するため、施

設の機能や性能に不具合が生じてから改修等

を行う「事後保全」を中心としたこれまでの

維持管理ではなく、劣化等が軽微な段階から

予防的な改修等を行い、計画的に施設の機能

を回復させ、施設の長寿命化を図る「予防保

全」による維持管理を実施します。 

 

２ 長寿命化計画に含む事業 

県立学校等の施設整備方針等を踏まえ、次に掲げる事業を各施設の整備計画に盛り込みます。 

（１）施設の長寿命化、老朽化対策のための予防保全事業 

  屋上防水、屋根、外壁及び外部建具（高気密高断熱化）等に係る大規模改修、修繕 

（２）施設の質的向上等に係る事業 

 施設の長寿命化、老朽化対策とは別に行う、施設の質的向上等に係る整備 

 

３ 事業別の計画更新年数 

項目 計画更新年数等※ 
ア 施設の長寿命化、老朽化対策のための予防保全事業 

 

大規模改修（計画更新年数に達し、老朽
化が進んだ箇所の全面改修や更新） 

屋根防水改修、屋根改修 20～30年 
外壁改修、外部建具改修 20～40年 

設
備 

受変電設備等 概ね30年 
受水槽、消火設備等 概ね30年 
昇降機設備 概ね30年 

修繕（計画更新年数に達するまでに行う
部分修繕、劣化防止・機能回復修繕等） 

屋根防水修繕、屋根修繕 10～15年 
外壁修繕 10～15年 

※不具合、故障等については事業計画とは別に随時対応（事後保全による維持管理を実施） 
イ 施設の質的向上等に係る事業（主な個別事業） 

 

高等学校、特別支援学校のエアコン更新等事業 
劣化が進んだエアコンの更新計画 概ね15年 
エアコンが未設置の普通教室以外の部屋への整備計画 利用状況を踏まえ検討 

トイレ洋式化事業、バリアフリー化事業 個別に整備時期を設定 
省エネルギー型設備導入事業（照明器具のＬＥＤ化計画） 

  ※計画更新年数に幅があるのは、使用部材等により耐用年数が異なるため。 

事後保全（従来型の維持管理）

予防保全（長寿命化型の維持管理）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

（施
設
の
機
能
等
）

竣工

機能

低下

経過

年数

改築へ
改築へ

改修
機能回復

改修
機能回復

改修
機能回復

改修
機能回復
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４ 予防保全事業実施の優先順位と時期の調整 

（１）優先順位                    （基本的な優先順位） 

ア 計画更新年数に達しかつ劣化度が進んだ棟又は設

備を優先します。 

イ 計画更新年数に達した棟又は設備のうち、劣化度

の状況や工事の効率性等を勘案し調整、決定しま

す。修繕は原則、計画更新年数により行います。 

ウ 県立学校の在り方検討結果等を受けて、再編等が

予定されている施設や国の制度改正等を受け対応が必

要となる施設は、別途、改修時期を検討します。 

 

（劣化度の解説） 

  A：概ね良好なもの 

 B：劣化等が多少あるが機能上問題がないもの 

  C：劣化等が進行し機能上問題があるもの 

 D：劣化等が著しく進行しており、早急な改修が必要なもの 

 

（２）財政負担等の平準化 

作成した各施設における長寿命化計画について、各施設の整備時期が特定の時期に集中する場

合は、施設の長寿命化や安全性に影響を与えない範囲での後ろ倒し又は関連工事の同時実施など

による前倒しを行います。 

また、本県教育目標を踏まえた取組の方向性とも照らし合わせ、実施の必要性、優先順位等の

精査を行い、整備時期を分散し、事業量や財政負担の平準化を図ります。 

   

５ 長寿命化計画に基づく整備の効果 

（１）施設の劣化が軽微な段階で計画的に整備を行うことで、施設の状態を良好に維持し、施設の

長寿命化を図ることができます。また、長寿命化により施設の改築経費を抑制できます。 

（２）施設の突発的な損傷、故障等の発生を減少させ、幼児児童生徒等の安全をより確保すること

ができます。 

（３）計画的な整備の実施により、整備内容の複雑化、整備範囲の拡大、工事期間の長期化を防ぐ

ことができます。また、工事の実施による施設運営等への負担が軽減します。 

（４）整備内容や整備計画の可視化が図られることにより、今後の整備計画の立案・実施、維持管

理等が容易になります。 

 

  

優先順位 劣化度 計画更新年数 

1 D 到達 

2 
D 未到達 

C 到達 

3 
C 未到達 

B 到達 

4 
B 未到達 

A 到達 
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６ 施設整備費の推計 

県立学校等は、建築後に大規模改修等を行っている施設が少なく、標準的な計画更新年数を経

過している外壁、屋根等が多数に上ります。今後、短期的には老朽化対策等に係る整備費の負担

が大きくなりますが、予防保全を実施することにより、施設の長寿命化を図り、改築に係る経費

を抑えるなど中長期的な財政負担の縮減を図ります。 
 

＜長寿命化による施設整備費縮減の効果等＞ 

長寿命化計画に基づいて、施設整備を進める場合における財政負担の見通しを明らかにするた

め、建築後50年を目途に改築する従来型の整備を今後も続けた場合と、建築後80年まで使用年数

を伸ばす場合における施設整備費について試算しました。 

（１）15年間（2026～2040年度）における試算 

 

 
 

（傾向等） 
・ 建築後40年以上経過する施設（棟）が全体の約50％を占めており、今後15年間に多くの施

設が改築時期を迎えます。このため、従来型の施設整備を行う場合、今後15年間で約1201億
円（80億円/年）が必要となります。これは、過去15年間における県立学校の施設整備費（耐
震化工事を含む。）約358億円の３倍以上に相当する規模になります。 

・ 適切な予防保全の実施により、長寿命化型の施設整備を行った場合、改築時期の延伸により、

施設整備費は今後 15 年間で約 479 億円（32 億円/年）となり、従来型に比べ総額で約 722 億

円、年平均で約 48 億円の経費を圧縮することが見込まれます。 

・ なお、施設を長寿命化するには、計画的な修繕の実施等、予防保全に係る経費が一定程度必
要となります。 

 
 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

159.3 203.3 130.5 117.5 128.0 96.8 70.8 36.0 26.3 28.5 20.8 32.5 32.8 65.9 52.0

20.6 32.2 47.6 34.3 38.4 43.0 37.4 34.7 33.6 30.0 39.6 22.1 24.0 23.1 18.1

159.3 362.6 493.1 610.6 738.6 835.3 906.1 942.1 968.4 996.9 1,017.7 1,050.2 1,083.0 1,148.9 1,200.9

20.6 52.8 100.4 134.7 173.1 216.1 253.5 288.2 321.8 351.8 391.4 413.5 437.5 460.6 478.7

138.7 309.8 392.7 475.9 565.5 619.2 652.6 653.9 646.6 645.1 626.3 636.7 645.5 688.3 722.2
効果額
（A）-（B）

従来型

長寿命化型

従来型（累計）
（A）

長寿命化型（累計）
（B）

（単位：億円） 
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【 従来型】  改築後5 0 年で改築。 改築ま でに大規模改修を１ 回（ 2 5 年） 実施。

　 　 ※大規模改修、 修繕の実施年数は、 整備個所の更新年数によ り 異なる 。

【 長寿命化型】 改築後8 0 年で改築。 改築ま でに修繕を３ ～４ 回（ 1 0 ～1 5 年） 、 大規模改修を

　 　 　 　 　 　 　 ２ ～３ 回（ 2 0 ～3 0 年） 実施。

新築

～1 5 年

新築
大規模
改修修繕 修繕

～3 0 年 ～4 5 年0 年

2 5 年0 年

大規模
改修

5 0 年

改築

（２）80年間（2021～2100年度）における試算 

 

 

※長寿命化計画を作成していない期間（2041～2100年度）の施設整備費は、長寿命化計画を作成している期間（2021～2040
年度）における施設整備費の規模や過去の工事実績単価等を踏まえ積算しています。 

 
（傾向等） 

・ 80年間の期間でみると、従来型の施設整備では、多くの施設が今後10数年以内に改築を迎
え、2070年代から50年経過による２回目の改築時期が随時到来するため、試算期間全体に渡
り、継続して多額の財政負担が避けられない状況です。 

・ 長寿命化型による施設整備の場合、予防保全による老朽化対策等の適切な実施により、従来
型に比べ施設整備費を大きく抑えることができますが、2040年代からは改築時期の到来によ
り、施設整備費は大幅に増加する見込みです。 

・ このため、今後の児童生徒数の減や県立学校の在り方検討の状況等も踏まえて、改築する面
積の縮減、施設の保有総量の最適化や効率的な施設運営等による経費削減等について長期的な
視点で検討していくことが必要です。 

 
＜参考：試算の条件＞ 

【改修周期】 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021～2040 2041～2060 2061～2080 2081～2100

1,218.1 977.4 1,184.9 912.7

524.5 1,135.8 992.1 975.2

1,218.1 2,195.5 3,380.4 4,293.1

524.5 1,660.3 2,652.4 3,627.6

693.6 535.2 728.0 665.5
効果額
（A）-（B）

従来型

長寿命化型

従来型（累計）
（A）

長寿命化型（累計）
（B）

（累計） （累計）

（単位：億円） 
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７ 長寿命化計画の継続的運用 

長寿命化計画による整備の進捗状況、施設の劣化状況等を継続的に把握し、施設の状況に変化

等があれば、整備内容や整備時期を修正するなど、長寿命化計画の見直しを随時行います。 

見直しに当たっては、ＰＤＣＡサイクルhによる検証・改善の考え方を取り入れ、長寿命化計画

の継続的かつ効果的な運用を行います。あわせて、次のとおり取り組みます。 

（１）情報の整理と活用 

学校ごとの施設台帳を作成し、施設（棟）ごとに点検結果や改修履歴を整理・管理します。 

（２）推進体制の整備 

学校等と連携し劣化状況や利用状況を把握し、定期点検結果とともに、県有施設の工事等を所

管する営繕課と情報を共有し、本計画に基づく長寿命化改修等を着実に実施します。 

（３）フォローアップ 

進捗状況のフォローアップを随時行います。また、県立学校の在り方検討の結果や「鳥取県教

育振興基本計画」の改訂内容を踏まえ、必要に応じて適宜見直します。

 
hPDCA サイクル：①業務の計画（plan）を立て、②計画に基づいて業務を実行（do）し、③実行した業務を評価（check）し、④

改善（action）が必要な部分はないか検討し、次の計画策定に役立てる検証改善のサイクル。 


